
様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）(第1面)

2025年　　6月　16日

広島県知事 様

提出者

住所

氏名

電話番号

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

広島県東広島市高屋町郷685-8

日鉄片倉鋼管㈱　広島工場

工場長　内田和宏

082-434-1280

 事　業　場　の　名　称 日鉄片倉鋼管㈱　広島工場

 事 業 場 の 所 在 地 広島県東広島市高屋町郷685-8

 事業の種類 冷間仕上引抜鋼管製造業（金属製品製造業）

特別管理産業廃棄物処理計画
における計画期間

2024.4.1～2025.3.31

別紙８のとおり
項目 目標値 項目 目標値

排出量 全処理委託量

自ら再生利用を行う
特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への
処理委託量

自ら熱回収を行う
特別管理産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

自ら中間処理により減量す
る

特別管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者への
処理委託量

自ら埋立処分を行う
特別管理産業廃棄物の量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への

処理委託量

電子情報処理組織の使用に関する事項

前々年度　　　　　       t

前年度　　　　　　　　   t 

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

※事務処理欄

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定に基づき、2024年度の特別管理産
業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）



② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

計画の実施状況 （特別管理産業廃棄物の種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） )

有償物量

不要物等発生量

自ら直接再生利用した量
自ら中間処理した後再生利用した

量

排出量 自ら直接埋立処分した量

項目 実績値 自ら中間処理した量 自ら中間処理した後の残さ量

①排出量 0

②＋⑧自ら再生利用を行った量 0

⑤自ら熱回収を行った量 0 ④のうち熱回収を行った量 自ら中間処理により減量した量

⑦自ら中間処理により減量した量 0

③＋⑨ 自ら埋立処分又は海洋投入処分を
行った量

0

⑩全処理委託量 0

⑪優良認定処理業者への処理委託量 0

⑫再生利用業者への処理委託量 0

⑬熱回収認定業者への処理委託量 0

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業
者への処理委託量

0

（
第

２
面

）

別紙７のとおり



(第3面)
備考
　１　翌年度の６月30日までに提出すること。
　２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　３　「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃
　　棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。
　４　第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)　
　　から(14)に掲げる量を記入すること。
　　(1) ①欄　当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量
　　(2) ②欄　(1)の量のうち、中間処理を



別紙７-その１（廃棄物処理法-特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書） 別紙７-その２
（2024年度実績） 単位：トン／年

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ① ②＋⑧ ⑤ ⑦ ③＋⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
排出量 自ら直接再

生利用した
量

自ら直接埋
立処分した

量

自ら中間処
理した量

④のうち熱回
収を行った量

自ら中間処
理した後の

残さ量

自ら中間処
理により減量

した量

自ら中間処
理した後、再
生利用した

量

自ら中間処
理した後、自
ら埋立処分
又は海洋投
入処分した

量

直接及び自
ら中間処理し
た後の処理

委託量

⑩のうち優良
認定処理業
者への処理

委託量

⑩のうち再生
利用業者へ
の処理委託

量

⑩のうち熱回
収認定業者
への処理委

託量

⑩のうち熱回
収認定業者
以外の熱回
収を行う業者
への処理委

託量

排出量 自ら再生利
用を行った量

自ら熱回収
を行った量

自ら中間処
理により減量

した量

自ら埋立処
分又は海洋
投入処分を
行った量

全処理委託
量

優良認定処
理業者への
処理委託量

再生利用業
者への処理

委託量

熱回収認定
業者への処
理委託量

熱回収認定
業者以外の
熱回収を行う
業者への処
理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74.76 74.76 74.76 74.76 0 0 0 0 74.76 74.76 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74.76 0 0 0 0 0 0 0 0 74.76 74.76 0 0 0 74.76 0 0 0 0 74.76 74.76 0 0 0

実　　　績　　　値(単位：トン／年)

廃油

廃酸

廃アルカリ

感染性産業廃棄物

ばいじん

燃え殻

汚泥

廃PCB等(特定有害産業廃棄物)

PCB汚染物(特定有害産業廃棄物)

PCB処理物(特定有害産業廃棄物)

指定下水汚泥(特定有害産業廃棄物)

鉱さい(特定有害産業廃棄物)

廃石綿等(特定有害産業廃棄物)

燃え殻(特定有害産業廃棄物)

ばいじん(特定有害産業廃棄物)

廃油(特定有害産業廃棄物)

汚泥(特定有害産業廃棄物)

廃酸(特定有害産業廃棄物)

廃アルカリ(特定有害産業廃棄物)

合計

特別管理産業廃棄物の種類



別紙８（廃棄物処理法-特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書）

（2024年度実績）
単位：トン／年

排出量

74

①排出量

74.76

自ら再生利用を行う特別管理産
業廃棄物の量

②＋⑧自ら直接再生利用を
行った量

自ら熱回収を行う産特別管理業
廃棄物の量

⑤自ら熱回収を行った量

自ら中間処理により減量する特
別管理産業廃棄物の量

⑦自ら中間処理により減量した
量

自ら埋立処分を行う特別管理産
業廃棄物の量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋
投入処分を行った量

全処理委託量

74

⑩全処理委託量

74.76

優良認定処理業者への処理委
託量

⑪優良認定処理業者への処理
委託量 74.76

再生利用業者への処理委託量 ⑫再生利用業者への処理委託
量

熱回収認定業者への処理委託
量

⑬熱回収認定業者への処理委
託量

熱回収認定業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託量

目標値（前年度に提出した
特別管理産業廃棄物処理計画の計画値）

実績値



様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）(第1面)

広島県知事 殿

提出者

住所

氏名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 別紙５、６のとおり

特別管理産業廃棄物処理計画書

2025年6月16日

広島県東広島市高屋町郷685-8

日鉄片倉鋼管㈱　広島工場

工場長　内田和宏

082-434-1280

 事　業　場　の　名　称 日鉄片倉鋼管㈱　広島工場

 事 業 場 の 所 在 地 広島県東広島市高屋町郷685-8

 計　　画　　期　　間 2025.4.1～2026.3.31

①事　業　の　種　類 冷間仕上引抜鋼管製造業（金属製品製造業）

②事　業　の　規　模 2024.4.1～2025.3.31　￥3,468,891,721

③従　 業　 員 　数 58人

④特別管理産業廃棄物
  の一連の処理の工程

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。



(第2面)

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 別紙５、６のとおり

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 別紙５、６のとおり

【前年度（　2024年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 別紙５、６のとおり

特別管理産業廃棄物の種類

排　　  　出　　  　量 74.76

特別管理産業廃棄物の種類

排      出      量 74

設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽによる廃酸引取りの削減
2023年度　0.0052ﾄﾝ/ﾄﾝ　（排出量）/（生産量）
2024年度　0.0058ﾄﾝ/ﾄﾝ　（排出量）/（生産量）

よって、原単位当たりの排出量は前年度とほぼ同等

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

別紙③廃棄物処理規定に基づきﾙｰﾙ化され
分別状況については問題なし

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

今後も、委託業者との連携を進めていきます

①現状

②計画

①現状

②計画



(第3面)

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 別紙５、６のとおり

【前年度（　　　　年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 別紙５、６のとおり

【前年度（　　　　年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
特別管理産業廃棄物の量

①現状

②計画

①現状

②計画



(第4面)

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 別紙５、６のとおり

【前年度（　　　　年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（2024年度）実績】 別紙５、６のとおり

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

特別管理産業廃棄物の種類

自ら埋立処分を行った
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類

自ら埋立処分を行う
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類

全処理委託量 74.76

優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

鉄分回収装置（ﾘｻｲﾀｰ）による、廃硫酸処分量の減量化
及び、品質良化による再処理の減少

①現状

②計画

①現状



(第5面)

【目標】 別紙５、６のとおり

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（　　　　　年度）実績】 別紙５．６のとおり

t

特別管理産業廃棄物の種類

全処理委託量 74

優良認定処理業者への
処理委託量 74

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

（今後実施する予定の取組等）

※事務処理欄

電子情報処理組織の
使用に関する事項

②計画



(第6面)
備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　こと。

　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応
　　じ事業規模が



別紙５（廃棄物処理法-特別管理産業廃棄物処理計画書）
　　現状：前年度（2024年度）実績量
　　計画：今年度（2025年度）計画量 単位：トン／年

電子情報処理組織
の使用に関する事

項

特別管理産業廃棄
物排出量

(ポリ塩化ビフェニル
廃棄物を除く。)

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状

74.76 74 74.76 74

74.76 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.76 74 0 0 0 0 0 0

排出抑制に関する事
項

自ら行う再生利用に
関する事項

自ら行う中間処理に関する事項
自ら行う埋立処分等
に関する事項

処理委託に関する事項

排出量

(前年度実績値の①)

自ら再生利用を行う
特別管理産業廃棄

物の量
(前年度実績値の②+

⑧)

自ら熱回収を行う
特別管理産業廃棄

物の量
(前年度実績値の⑤)

自ら中間処理により
減量する特別管理産
業廃棄物の量

(前年度実績値の⑦)

自ら埋立処分又は海
洋投入処分を行う特
別管理産業廃棄物

の量
(前年度実績値の③+

⑨)

全処理委託量

(前年度実績値の⑩)

優良認定処理業者
への

処理委託量
(前年度実績値の⑪)

再生利用業者への
処理委託量

(前年度実績値の⑫)

認定熱回収業者へ
の

処理委託量
(前年度実績値の⑬)

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量
(前年度実績値の⑭)

廃油

廃酸

廃アルカリ

感染性産業廃棄物

ばいじん

燃え殻

汚泥

廃PCB等(特定有害産業廃棄物)

PCB汚染物(特定有害産業廃棄物)

PCB処理物(特定有害産業廃棄物)

指定下水汚泥(特定有害産業廃棄物)

鉱さい(特定有害産業廃棄物)

廃石綿等(特定有害産業廃棄物)

燃え殻(特定有害産業廃棄物)

ばいじん(特定有害産業廃棄物)

廃油(特定有害産業廃棄物)

汚泥(特定有害産業廃棄物)

廃酸(特定有害産業廃棄物)

廃アルカリ(特定有害産業廃棄物)

合計

特別管理産業廃棄物の種類



別紙６（廃棄物処理法-特別管理産業廃棄物処理計画書）

１　当該事業場において行っている事業に関する事項

①事業の種類 冷間仕上引抜鋼管製造業（金属製品製造業）

②事業の規模 2024.4.1～2025.3.31　￥3,468,891,721

③従業員数 58人

④特別管理産業廃棄
物の一連の処理の工
程

別紙①の通り

２　特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項（管理体制図等、別紙を参照）

３　特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）
設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽにより、廃硫酸の引き取りあり

②計画

（今後実施する予定の取組）
創業計画と合わせて、ﾘｻｲﾀｰ（鉄分回収装置）の稼働を行い廃硫酸の引き取りを削減するととも
に、
品質向上の活動を継続していく

４　特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
別紙③廃棄物処理規定に基づき、ﾙｰﾙ化され分別状況については問題なし

②計画

（今後、分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
今後も、委託業者との連携を進めていきます

５　自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）

②計画

（今後実施する予定の取組）



６　自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）

②計画

（今後実施する予定の取組）

７　自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）

②計画

（今後実施する予定の取組）

８　特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）
設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽにより、廃硫酸の引き取りあり

②計画

（今後実施する予定の取組）
創業計画と合わせて、ﾘｻｲﾀｰ（鉄分回収装置）の稼働を行い廃硫酸の引き取りを削減するととも
に、
品質向上の活動を継続していく

９　電子情報処理組織の使用に関する事項

計画

（今後実施する予定の取組等）



別紙①

製造工程・廃棄物の排出過程の概要 日鉄片倉鋼管株式会社

【製造工程】

　素管→口付→焼鈍→酸洗→抽伸→矯正→切断→検査→出荷

【廃棄物の排出過程】

　上記、製造工程において　酸洗工程より排出される、
　排出過程は以下の通り。

潤滑油槽

中和槽

水洗槽 卭卭卭卭卭卭

水洗槽

パーカー槽

水洗槽

水洗槽

硫酸層

硫酸層

以上

原
水
槽

中
和
槽

凝
集
沈
殿
槽

ろ
過
器

中
和
槽

溜
層

放
流

廃
酸
液
槽

中
和
槽

脱
水
機

汚
泥

水
切
り

パ
ー
カ
ー
汚
泥



取締役 長：

次長：

内部統制グループ

長：

資材部

理事・長

管：

営業部門統括 営業部

理事 (兼)長：

次長：

代表取締役社長

安全環境防災

担当部長： 管：

品質保証部

(兼)長：

　総務課 （兼）長：

取締役（非常勤）

安全環境防災 　生産技術課 長：

（日本製鉄㈱) ・製造・技術 阪神工場

・品質保証統括 (兼)長： 　生産管理課 （兼）長：

取締役（非常勤） 取締役

※副工場長抹消 　製造課 長：，管：

（住商ﾒﾀﾙﾜﾝ鋼管㈱)

　上工程G <GL：>

監査役（非常勤） 　下工程Ｇ <GL：>

製造部

（日本製鉄㈱） 理事・長

　総　務　課 （兼）長：

顧問（常勤）

　生産技術課 長：，管：

　生産技術G

　保全･改善G <（兼）GL：>

　生産管理課 長：

広島工場

長： 　出荷G <GL：>

　製　造　課 長：

　口付G <GL：>

　焼洗G <GL：>

　抽伸G <GL：>

　精整Ｇ <GL：>

2025/4/1

日鉄片倉鋼管株式会社　組織図

(兼)長：

(兼)長：,管：

東京営業所

長：

大阪営業所

(兼)長：

名古屋営業所

長：

長：

長：

業務部門統括 業務部 企画・経理課

総務・人事課

阪神品質保証課 検査G

広島品質保証課 検査G <GL：>


